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道路管理課

公告

　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により、次のとおり遊漁規則の変更を認可しました。

　　令和３年６月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　漁業権者の名称及び住所並びに漁業権の免許番号

漁業権者の名称 漁業権者の住所 漁業権の免許番号

糸魚川内水面漁業協同組合 新潟県糸魚川市大字須沢 2426 内共第 17 号

２　変更の内容

　　第４条第１項の表中「７月１日」を「６月第４土曜日」に改める。

　　第６条第１項ただし書中「内共第 17 号姫川において」を削り、同項の表中

「 「
遊漁券 魚種

を

魚種

に、

「 「
2,000円

を
2,200円

に改め、
9,500円

」

10,450円

」

内共第17号

姫川

あゆ、うぐい、にじます、

いわな、やまめ

」

あゆ、うぐい、にじます、

いわな、やまめ

」

　同条第２項を次のように改める。

　２	　遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなければならない。ただし、当該遊漁を行う場所において漁場監視員に納付する

こともできるものとする。なお、新潟県内共第21号（早川）、内共第22号（海川）及び内共第23号（姫川）における遊漁料を納付

した者は、この限りではない。

　　(1)	糸魚川内水面漁業協同組合　姫川事務所

　　(2)	糸魚川内水面漁業協同組合が指定した者

３　変更後の遊漁規則の施行期日

　　令和３年６月21日

園芸畜産課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和３年６月21日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　許可番号

　　令和３年５月25日　長野県指令２都第34－３号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　	　安曇野市豊科高家1200－５の内、1200－７の内、1201－７の内、1201－９、1201－10、1201－13、1201－23、1260－４、1269、

1270、1271、1272、1273、1274、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1286、1288、1289、1290、1291、1311、

1312、1313、1390－１、1392－１の内、1392－２、1430－１、1431、1432

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　安曇野市豊科6000

　　　安曇野市長　宮　澤　宗　弘

都市・まちづくり課
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公告

　安曇野市矢原堰土地改良区の役員について、次のように退任の届出がありました。

　　令和３年６月21日

	 長野県松本地域振興局長　草　間　康　晴　

理　事

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　内　田　雅　士　　安曇野市豊科田沢6224番地２

農地整備課

公告

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号。以下「改正法」という。）附則第５条に規定する審査（以下「検

定合格者審査」という。）を次のとおり行います。

　　令和３年６月21日

	 長野県公安委員会

１　検定合格者審査の対象者並びに検定合格者審査を行う警備業務の種別及び級

　	　次の表の左欄に掲げる警備業務の種別及び級に係る改正法による改正前の警備業法（昭和47年法律第117号）第11条の２の規定に

よる検定に合格した者（警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。）附則第７条

第２項各号に掲げる者を除く。）について、それぞれ同表の右欄に掲げる警備業務の種別及び級に係る検定合格者審査を行います。

左　　　欄 右　　　欄

空港保安警備 １級又は２級 空港保安警備業務 ２級

常 駐 警 備 １級又は２級 施 設 警 備 業 務 ２級

交通誘導警備 １級又は２級 交通誘導警備業務 ２級

貴重品運搬警備 １級又は２級 貴重品運搬警備業務 ２級

２　実施期日及び場所

　(1)	実施期日

　　　令和３年９月15日（水）　午後１時から午後４時まで

　(2)	場所

　　　長野市大字南長野字幅下692番地２

　　　　長野県庁西庁舎112号会議室

３　定員

　　各５名

４　申請手続

　(1)	事前申込み

　　ア　事前申込みの方法

　　　(	ｱ		)	検定合格者審査を受けようとする者は、(2) の審査申請書を提出する前に、長野県警察本部生活安全部生活安全企画課（受

付専用電話026－233－0108）に事前申込みを行い、受付番号を取得してください。

　　　(	ｲ	)	受付専用電話以外での受付は一切行いません。

　　　(	ｳ	)	電話１本につき１人の受付とします。

　　　(	ｴ	)	事前申込みの受付時間内であっても、定員に達した場合は、受付を締め切ります。

　　イ　電話受付日

　　　　令和３年７月27日（火）

　　ウ　受付時間

　　　　午前９時から午後５時まで（受付時間は厳守してください。）

　(2)	審査申請書の提出

　　	　受付番号を取得した者は、事前申込みの際に指定された警察署に、受付番号を申告するとともに、必要な事項を記入した審査申

請書に次に掲げる書類を添付して、令和３年８月13日（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日を除きます。）に提出してください。

　　ア	　申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ 3.0 センチメートル、横の長さ 2.4 センチメートルの写
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真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの（貼付せずに提出）　１枚

　　イ	　規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号）第８条の合格証（以

下「旧合格証」という。）の写し

　　ウ	　長野県公安委員会以外の都道府県公安委員会が交付した旧合格証を有する者にあっては、長野県内に住所地を有することを疎

明する書面（住民票の写し等）又は長野県内の営業所に属することを疎明する書面（営業所所属証明書）

　　エ　代理人が審査申請書を提出する場合にあっては、本人からの委任状

　(3)	検定合格者審査の手数料

　　　検定合格者審査の手数料（4,700円）は、審査申請書の提出時に、長野県収入証紙により納付してください。

５　その他

　(1	)	審査申請書は、長野県内の警察署で交付するほか、長野県警察ホームページ（http://www.pref.nagano.lg.jp/police/）からダ

ウンロードすることもできます。

　(2)	検定合格者審査当日は、旧合格証及び筆記用具を持参してください。

　(3	)	この検定合格者審査について不明な事項は、長野県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話026－233－0110内線3032）に問い

合わせてください。

　(4)	この検定合格者審査の実施に際して収集する個人情報は、この検定合格者審査のために必要な範囲でのみ利用します。

生活安全企画課
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